
久喜市特定教育・保育施設等重大事故検証委員会条例の一部を改正する条 

  例 

 

久喜市特定教育・保育施設等重大事故検証委員会条例(令和5年久喜市条例第25

号)の一部を次のように改正する。 

第2条第3号中「又は第10号から第12号まで」を「、第10号から第12号まで又は

第14号」に改め、同条に次の2号を加える。 

(5) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園(法第31条第1項

の規定による市の確認を受けている園を除く。) 

(6) 法第54条の2第2項に規定する乳児等通園支援事業所 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条に2号を加える改正規定

(同条第6号に係る部分に限る。)は、令和8年4月1日から施行する。 


